
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 

延長についての要望書 
  

路上生活を強いられている人々に対する日本初の法律「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」は、２

００２年８月７日に全会派一致を得て公布・施行されました。最貧困状態に置かれた人々について国の責務を認め、

貧困問題が単なる「自己責任」によるのではなく、就労施策、福祉施策、住宅施策などを含めた国の課題であり「貧

困問題」と「社会的排除」に関わる問題であることを明らかにしました。以後、この法律によって官民協働体制が構築

され課題解決を図る画期的な取り組みが始まりました。施行後「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」は、

１０年間の時限立法として今日に至るまでその役割を果たしています。 

 

 法律に基づき２００３年に国が初めて行った実態調査では２５２９６名の路上生活者が確認されました。その後、施

策が進み昨年２０１１年の調査では１０８９０人にまで路上生活者は減少しました。これはこの法律に基づき実施され

た官民の多様な支援の成果であると言えます。 

 

路上生活者数が減っていることは事実です。しかし、この数値をもって「困窮者は減少している」と理解すること

や、もしくは「よってホームレス自立支援法は役割を終えた」と言うことはできません。そもそも国が施策の根拠とし

ている「ホームレス概数調査」におけるホームレス人数の把握は、その地域にいるホームレス者の「瞬間値」（その日、

その時の数値）に過ぎません。ホームレス自立支援法の施策に加え、２００８年以後の生活保護の運用も変わり、比

較的短期間で野宿状態を脱する方が増えております。例えばある地区で１００名のホームレスが三カ月単位で自立

されたとすると、当該地区の年間のホームレス者数は４００名となります。また、施策を利用することが出来ずホームレ

ス状態が長期化している人々もおられます。 

 

 NPO 法人ホームレス支援全国ネットワークでは、２０１０年度の厚生労働省社会福祉推進事業の補助を受け、ホー

ムレスに関する可視化調査を行いました（別紙資料参照）。その結果、現在の路上生活者は１.１万人となっていま

すが、一年間にホームレス状態から脱する人々の総数は４．１万人に上ることが明らかになりました。 

もし、現時点において、ホームレス自立支援法が期限切れを迎え、施策が後退することになれば、すぐにこれら

の人々が路上に滞留せざるを得なくなります。さらに、困窮の拡大は、生活保護受給者の急増をもっても明らかで

すが、ホームレス自立支援法がなくなれば、ホームレス者数が急増するばかりか、それらの人々が生活保護にの

み頼らざるを得なくなるのも事実です。これまでホームレス自立支援法は、生活保護に対して手前のセーフティーネ

ットあるいは第二のセーフティーネットとしての機能を果たしてきたのも事実です。 

 

さらに、この１０年間で路上の人々と路上寸前の状態にある人々の困窮状態は大きく変化しました。ホームレスの

様態も多様化し、ネットカフェなどに宿泊する人々、派遣労働などで安定した居宅のないまま全国を移動している

人々は、常に野宿と隣り合わせの日々を過ごしています。かつて日本のホームレス問題は中高年層の失業問題とし

てとらえられてきました。しかし、リーマンショック以後の若年困窮者の増加、路上までいかずとも不安定な就労と不

安定な居宅に身を置かざるを得ない人々の増加、さらに困窮の背後にある「障害」の有無や低学歴等による貧困

の世代間連鎖など、社会的排除の現実は拡大し続けています。国際的にもヨーロッパの経済破たん、中国バブル

の崩壊、アメリカ経済の不安に加え、昨年３月１１日の震災と原発事故による未曾有の経済的打撃は、今後の日本

経済の不安定性を露呈しています。今後、格差の拡大や貧困の増大は世界規模で進行するとの心配も多く聞かれ

ます。 



また、今日の困窮者の多くが孤立状態に置かれていることも看過できない事実です。無縁社会と呼ばれて久しい

今日、それまでの血縁、地縁、社縁に包摂されない孤立した人々が支援にたどり着くために新たなる第四の縁として

伴走型支援の制度設計なども急がれる課題です。 

このように拡大し多様化した困窮状況に対応すべく新しい法的枠組みの構築は必須です。今回の法の延長は、

まさに新しい支援体制にむけた備えの始まりであることを期待します。 

 

今年の厳しい寒さの中に置かれている路上の人々のいのちと彼ら、彼女らのこれからについて、国が責任ある立

場であり続けることを心から願います。 

 このような現状を踏まえ、私達は、本年２０１２年８月６日に期限を迎える「ホームレスの自立の支援等に関する特別

措置法」の延長に関して以下のことを要望したいと思います。 

 

      ２０１２年２月２日  要望呼びかけ団体 

      NPO 法人 ホームレス支援全国ネットワーク 

       理事長 奥田知志 

           〒805-0015 北九州市八幡東区荒生田 2-1-32 

              電話 093-571-1100 

【要望内容】 

１） 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」を５年間延長する。         

（期間：２０１２年８月７日～２０１７年８月６日） 

２） 法律の延長に関しては前回同様、全会派の一致の対応を求める。 

３） 延長期間中にその後のさらなる包摂型の支援体制を強化するための議論（審議

会等）の場を設け、かつホームレスを含む生活困窮者に対する総合的かつ包括

的な新しい法体制を準備する。 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

■上記の要望内容に賛同します。 

 

 

 団体名・個人名         印    

 

 所属              


